
● 高額介護サービス費について

※住民税非課税世帯…同じ世帯に、住民税を課税されている人が一人もいない世帯

高額介護サービス費に該当すると、役場から

おしらせの通知と申請書が届きますので、申請

書に記入のうえ役場に申請してください。

10月までは、該当する月ごとに（領収書を

付けて）申請してもらっていましたが、10月

10月からは、居住費、食費が全額利用する人の負担になります。
※対象となるサービス…施設サービス、ショートステイ
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▼問い合せ先＝保険課　介護保険係　牲○56 9102

（第（第5回）回） （第5回） 10月1日から介護保険が変わります 10月1日から介護保険が変わります 
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介護保険を利用している人は、収入・所得の

状況により、利用者負担第1～4段階に分けら

れます。

1ヶ月の利用者負担（介護保険サービスの費用

の1割）が、自己負担限度額を超えたとき、超え

た分が高額介護サービス費として支給されます。

からは、1回だけ申請すれば、それ以降申請す
る必要が無くなりました（領収書もいりませ
ん）。
申請した月以降に該当する場合は、自動的に

指定した口座に振り込まれます。

収入・所得の状況 利用者負担段階 自己負担限度額
住
民
税
非
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世
帯

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者 第1段階 15,000円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円以下の人 第2段階 15,000円

課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円より多い人 第3段階 24,600円

上記以外（住民税課税世帯の人） 第4段階 37,200円
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ただし、所得の低い人（利用者負担第1～3段

階の人）は、居住費、食費の負担が軽減されます。

（負担額は利用者負担段階により異なります。）

役場に申請が必要です。
介護保険被保険者証をお持ち下さい。

保険給付の対象 
利用する人の負担 
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● 施設を利用する人の負担について


